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「西宮市保健医療計画」策定委員会（平成 27年度第 4回） 

議事要録 

 

日 時：平成 28年 2月 15日（月） １４：００～１５：３０ 

場 所：西宮市職員会館 ３階 大ホール 

出席委員 ：大江委員長、大村副委員長、上原委員、勝部委員、守殿委員、河田委員、瀧川委員、 

竹内委員、中村委員、南都委員、南堂委員、難波委員、濱田委員、槇委員、増田委員、 

松本委員、山﨑委員 

事務局：今村西宮市長、土井健康福祉局長、水上西宮市保健所所長、川俣保健所副所長、 

宮島健康福祉局参与、太田垣福祉総括室長、町田福祉部長、部谷生活支援部長、 

廣田保健所参事、島田防災総務課長、名田医療年金課長、松本地域共生推進課長、 

岡本福祉のまちづくり課長、胡重介護保険課長、佐々木高齢福祉課長、 

山本障害福祉課長、宮後生活支援課長、秋山保健総務課長、長井健康増進課長、 

小田地域保健課長、角石保健予防課長、岡崎発達支援課長、八幡救急課長、 

原田学校保健安全課長、久保田医療計画課長 

傍聴者：なし  

 

次 第 １ 開会 

２ 報告事項 

３ 議事 

 「西宮市保健医療計画案について」 

４ 閉会 

 

配布資料：委員名簿 

     資料№１   パブリックコメントの意見及び西宮市保健医療計画策定委員会での審

議等を踏まえて修正した事項（新旧対照表） 

     資料№２   西宮市保健医療計画（案） 

     参考資料№１ 西宮市保健医療計画【素案】について提出されたご意見の概要とそれ

に対する市の考え方（案） 

     参考資料№２ 「西宮市保健医療計画」策定委員会（平成 27年度第３回）議事要録 
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１ 開会 

 

事務局：委員会出席委員総数 17名の内、出席 17名の報告。 

出席が会議開催の要件である半数以上に達し、西宮市附属機関条例第３条第５号の規定

に基づき本委員会が成立していることをご報告。 

委員長：委員長挨拶  

傍聴者の確認 

事務局：傍聴者無しの旨を報告 

 

 

２ 報告事項 

（１）西宮市保健医療計画策定後の進行管理に関する事項について 

 西宮市保健医療計画策定後の進行管理の推進体制のうち外部有識者にて構成される委員会 

として本策定委員会を位置づけるとともに、委員の皆様に来年度も継続して委員として参画 

いただくことを依頼し了承いただいた旨を報告 

３ 議事 

西宮市保健医療計画（案）について 

 

委員長：それでは、議事に入ります。議事は西宮市保健医療計画（案）についてだけですが、よ

ろしくお願いいたします。 

事務局：資料№1 資料№2に基づき、パブリックコメントの結果および計画の修正点について説

明。 

委員長：これで説明は終わりですが、細かくいろいろと皆さんのご意見を聞いて、それを記載し

ていただいております。パブリックコメントは全部で６人で、件数はお１人が何件も書

いてくださっています。パブリックコメントに基づいて、そのひとりひとりの意見を受

けて、たとえば資料の２番などを素案の修正していただいています。ここの中で、この

委員会としてパブリックコメントの対応はそれでよいですかということを確認しなけれ

ばならないと思います。１人の方のご意見がそのまま修正されているので、その辺りの

ところはいかがでしょうか。特に目立つのは、今まで精神科の分野はあまり書いていな

かったのですが、この中で精神科に関連した委員がいないということがひとつの問題だ

ったと思うので、精神科分野を厚くするうえで大事なご意見だと思います。 

ひとつよろしいでしょうか。一番、最初に精神科だけの医療従事者の数を書いて欲しい

という意見と表が８番にございます。資料№１の修正した方の４ページですが、医療従

事者の現状というのはよいのですが、本当はここでは療養に携わる従事者数がほしかっ

たところが、療養は統計が出ていないということで書かれていないんですね。それはよ

いのですが、療養病床の数値がないのですが、精神科だけの数字は出さなければいけな

いのかと思いました。その辺はいかがでしょうか。精神科の従事者だけを特に取り上げ

て書く必要があるのかどうかということです。 
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事務局：ただ今のご指摘の件につきまして、まず元の資料、厚生労働省が発表している資料につ

きましては、一般病院と精神科病院について西宮市においては精神科病院というのがご

ざいますので、そこの病院と合わせて、この表で言いますと資料№１の４ページの８番

になります。西宮市につきましては、先ほど申し上げた通り精神科病院がございますの

で実数というものが表れてまいります。例えば同じ中核市でも精神科病院が市内にない

ところにつきましては、ここは当然０という形になってまいります。この資料につきま

してはもともと厚生労働省が出している資料で、まず一般病院と精神科病院の総数とい

うものがこの従事者数について公表されておりまして、その中でそれぞれ一般病院が何

人、精神科病院が何人という表記でそもそも公表されている資料をご意見があったので

お示しさせていただいたというところでございます。ただ、一般病院にも精神病床はあ

るため、この精神科病院数だけを出すのが妥当かどうかというところにつきましては、

本日もし妥当でないという判断が示されれば、事務局としては最終的にそういったお考

えをいただいて調整をしたいと考えております。 

委員長：いかがでしょうか。 

委 員：私も事前にこれを読ませていただいて、随分精神科のことが出てきているというように 

すごく感心いたしました。多分、精神科の患者さんもなるべく在宅に移行してという国

の方針で、訪問看護なども行っておりますが、そういうことも関連しての表れかなと思

います。先ほど、医療依存度の高いケースとして、がん末期患者などと書かれています

が、「など」で障害者と難病というような一括りにされましたけれど、私は在宅をやって

いまして精神科の患者の方ももちろんたくさんおられますけれど、難病とか障害者の方

もやはり医療ニーズがたくさんありまして、それにまだ十分応えきれていない部分がす

ごく大きいので「など」で括ってもよいものかとも思いました。 

委 員：精神科の病院の医療従事者ということに関しては、例えば、一般病床は兵庫県は医療圏 

域、ここですと、阪神南圏域として、芦屋、西宮、尼崎がひとつの圏域ですので、その

中で基準病床数というようなことも決まります。例えば芦屋と尼崎には精神科病院があ

りませんので、仮にその市で書くとしたら精神科病院の医療従事者が０になってしまい

ます。西宮だけ限って言っても阪神南全体の数はここに出てくることになりますので、

ミスリードすることになるのではないかと思いますので、ない方がよいと私は思います。 

委員長：書いても別にどうということはないかも知れないですが、いらないのではないかと私も

思います。元の表に戻していただくということになりますがいかがでしょうか。書いた

方がよいというご意見があればお願いいたします。療養病床の従事者も結局出せないで

すし、精神科病院に務めている医師だって何も精神科ばかりではないこともありますし、

特別出さなくてもよいのではないかという気はします。 

事務局：先ほど、おっしゃっておられたように、病床については圏域で考えるというのもひとつ

あるかと思いますので、他市においてないところは０になってくるということもあって、

西宮市にはあるから数字が標記されていればよいのかというところでもありますし、ミ

スリードなってくるのではないかというところもありますので、事務局の方で再検討さ

せていただきますが、ご意見いただいた形の方向を踏まえて、もう一度改めたいと思い

ます。 
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委員長：はい、よろしくお願いいたします。その他、パブリックコメント内容を読んできていた

だいていると思うのですが、６人の方が興味を持ってくださって書いてくださって、あ

りがたいことだと思います。②という番号がついているものが、パブリックコメントに

応じて意見を修正された計画です。③は、たくさんあるのですが参考にするということ

です。 

委 員：５ページの９番「兵庫県のトップページ」というのが下から３行目にありまして「ホー 

ムページの情報は平成 28年１月時点」という記載があります。これは逐次修正されてい

くものですのですので、いつ見られるかによってホームページの情報が変わります。例

えば、今まで脳卒中の回復期をとっていなかったところがとれるようになれば、それを

ここに載せるということで医療計画もどんどん変わって、その病院は診療報酬を請求で

きるということになりますので、28年１月ではなく、逐次改訂というか、そういった記

載に変えていただいた方がよいです。 

委員長：これは大事なことですので、よろしくお願いします。特にご自分の領域のところでじっ

くり見ていただきたいです。これは載っているすべてを公表する訳ですよね。 

事務局：本日のご審議いただいた後の予定になりますが、計画策定につきましては本年度に答申

いただいた後に確定して４月に公表する予定となっておりますが、皆さまお集まりいた

だきまして、この計画について審議いただくのは本日が最後という形になります。パブ

リックコメントでいただいたご意見も含めて、この計画全般についてご意見をいただけ

ればと考えております。 

委員長：ということは、パブリックコメントも全分野を網羅していくし、もうひとつのものにつ

いても網羅しておりますので、その全部について話をしていくのは大変なので、順番に

いかせていただいてもよろしいでしょうか。また、策定委員からいただいたご意見とい

うのはパブリックコメントで、市の考え方という資料№１の方の参考資料の後ろに載っ

ております。委員さんが出してくださった意見で市が修正してくださった部分に関して、

出してくださった委員の先生は何かご了承とかのご意見はありますか。２章の表等に関

しては、現実を表しているだけなのでそんなに言うことはないかも知れませんが、３章

の基本的な考え方、それから４章の災害救急医療、その辺から順番に意見をいただけれ

ばと思います。基本的な考え方は変わりませんので、４章の災害救急医療についてご意

見はございませんか。本体の保健医療計画・計画（案）を見ながら今回の修正を見てい

ただけるとわかるかと思います。14番から、第４章「救急・災害時医療が充実したまち」

というところの修正になっています。特に課題とか今後の取組というのが一番大事だと

思いますが、そこを重点的に見ていただいて、19番の第５章に繋がります。４章は救急・

災害、５章は住み慣れた地域で医療が受けられると繋がります。もう一度、災害・医療

体制の課題と救急医療体制の課題というところを重点的に見ていただきたいと思います。

ひとつ思ったところを言わせていただきたいのですが、本体の計画案 44ページのところ

ですが、44ページの課題に「要援護者に対する支援」とあるのですが、「要援護者」と

いう中に全部含めて考えてもよいとも思うのですが「災害時には人工透析を要する慢性

腎不全等の継続した治療が必要な疾病を有する」とここはわざわざ「人工透析」だけを

記載していますが、「人工呼吸器」や「酸素ボンベ」などを１個ずつ載せたら大変なので、
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これだけを別に出さなくても例えば「人工透析」「人工呼吸器」の２つくらいを「等」の

前に入れておいた方がよいのではないでしょうか。いろいろな先ほどの精神科もそうな

のですが、精神科が出てないじゃないかと思う方がご意見をくださったと思うので、そ

こにも「人工呼吸器」くらいは入れておいてはいかがでしょうか。 

在宅を考えると「人工透析」は在宅ではされていないです。それは医療機関側のことに

なることが多いので、在宅で考えるとどちらかと言えば「人工呼吸器」の方が大事なの

かという気はします。 

委 員：在宅での人工透析も無いことはないです。そういったことを一生懸命やっておられる医 

療機関があります。 

委員長：書くのは、よいのですが、呼吸器の方が多いと思いますのでそれを付け加えていただけ

るとよいかと思っています。よろしいでしょうか。 

事務局：ただ今いただいたご意見を調整させていただいて、意向に沿うような形で修正をさせて

いただきたいと思います。 

委員長：策定委員からの提出意見のところでも災害救急のところがあるのですが、「あんしんキッ

ト」という話が出ています。「配布は必ずしも民生委員が行うものではなく、各地域の自

治会等関係団体で協議し配布方法を検討しています。」とあり、これは「文言の修正は困

難である」と書いてあるのですが、それはご意見をおっしゃってくれた委員の方はよろ

しいでしょうか。これは保健医療計画とはちょっと話題がずれるということになるので

しょうか。 

委 員：市としてこれを配布されるのでしたら、全広範囲になりますということだろうというこ 

とだったのですが、一応はありますが普及はしていないということですので、本体の 40

ページの「あんしんキット」の普及を支援しますというところで、それ以上は望めない

かとは思います。仕方がないかと思います。 

委員長：この一行半の中に、このことが入っていると大きく解釈していただければと思います。 

次に５章「住み慣れた地域で適切な医療が受けられるまち」というところで、たくさん修

正があったかと思います。これは全部意見を受けて修正いたしました。委員からの意見も

修正されております。修正内容は新旧対照表を見ていただければと思います。意見を言っ

ていただいた委員の方、この修正内容で納得していただけたでしょうか。今後の取組とい

うところで、多職種連携のところとか、今日もらった「ケアノート」のこととか、そうい

ったことがいろいろ書いてあるのですが、在宅医療に関して医師会が在宅医療機関の普及

に努めているという、まだまだ足りない在宅医療機関を増やすということの努力をしてい

ますよということをちょっと書いておいていただけるとうれしいと思っております。いか

がでしょうか。 

それともうひとつ、患者情報の共有をＩＴ化しようとしているところがありますよね、

そういったことも今後方向として必要かと思います。 

委 員：この４月からの診療報酬で、往診専門医療機関ができるということになります。その要 

件が厳しくなりまして、地元医師会の了解を得ているか、或いは地域に拠点となるよう

な機関を２つ以上確保してないとできないということになりました。つまり、往診だけ

しているけれど、いざという時にその人が往診してくれるとは限らないで、地元の医師
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会がバックアップしてくれるか、或いはそのような医療機関でないとできなくなったと

いうことで、診療報酬において、４月からなりました。それでちょっと書き換えるか、

今おっしゃっていることの意味を診療報酬にからめて書けるのではないかと思います。 

委 員：そういう条件を付けていますので、先生がおっしゃる要素から加えることも、最終的に 

は患者さんがいざという時に誰が診てくれるかということですので、そういった条件が

ついていますから、この４月からそういった条件になりましたということを書いておけ

ばよいのではないかと思います。 

委員長：どうでしょう、考えてもらって修正していただければと思います。 

    それから、第５章ですが、これはみんな修正してくださっているのですが、６番の修正

してくださいという委員からの意見で「障害児・者」「難病患者」これも「など」としな

い方がよいですね。今後の取組の【退院支援から日常の療養支援】について 56ページで

す。新旧対照表にも書いてあります。 

事務局：補足説明になります。資料の見方なのですが、参考資料№１の今 11ページ 12ページを

ご覧いただいているかと思います。これが委員の皆さまからいただいたご意見を集めて

いるものです。そもそもこの参考資料№１というものは、もともとの素案、パブリック

コメントをしたときに対していただいた意見をまとめておりますので、要はパブリック

コメント前とパブリックコメント後で、追加した資料の関係上ページがずれているとい

うことになります。今回の参考資料№1は当初のパブリックコメントをいただいたとき

の素案の提示ですので、今お手元に資料№2として太いこの計画（案）自体がいってい

ると思いますが、これは修正後の計画（案）つまり、パブリックコメントをいただいた、

委員の皆さまからご意見をいただいた、それらを踏まえて若干ページ数が増えていると

いう形になっております。参考資料№１については、当初のパブリックコメントのとき

のページということになります。併せまして、手元にあります資料№1これは新旧対照

表でございますが、新旧対照表につきましては旧のページと新のページを左に記載して

おります。 

委員長：３つの資料を一緒に見ていただかなければならないということになります。この「がん

末期患者など」というところに、「など」ではなく、「障害児」や「難病患者」というよ

うに入れるということです。それか「など」を付ける前に３つくらい「がん末期患者・

障害児・難病患者など医療依存の高い」というようにしていただけたらよいかと思いま

す。また 55ページの課題のところですが【退院支援から日常の療養支援】で、高齢者の

話から始まって読んでいくと３番目が小児の訪問看護、４番目が子どもでまたその下に

高齢者と来ますので、順番を上手に「高齢者」と「小児」を混ぜていただいた方が課題

として取組やすいのではないかと思います。それから３番目の「小児の訪問看護につい

て特化している訪問看護ステーションが少なく」と書いてあるのですが、あるのですか。 

委 員：基本的に小児に特化した訪問看護というのはないです。ただ訪問看護の指定を受ける上 

で、自分のところはこういった患者さんを優先して受けていきたいというところはあり

ます。 

委員長：少ないということですよね。小児を診れる訪問看護ステーションが少ない、不足してい

る。だから受け入れが進んでいない。 
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委 員：それに関して言えば、小児の訪問看護ステーションに例えば、そこばかり特化していく 

となったときに小児というのは入退院が多いですので、なかなか訪問看護ステーション

の経営が成り立たなくなります。 

委員長：ですから、そういうものを作ってくださいと言ったらいけないと思うので「小児に特化」

という言葉を使うのはよろしくないのではないでしょうか。 

委 員：本来は西宮市内のいろいろな訪問看護ステーションが、小児を診られる技術であったり 

とか、そういったものを広げていく方が現実的なのではないかとは思います。 

委員長：この「特化している」というのを書くのではなく「小児の訪問看護ができる訪問看護ス

テーションが少ない」と書くべきではないでしょうか。 

委 員：そうですね。やはりＮＩＣＵ等小児科病棟を経験してきた看護師さんがいるところで 

したら診れるというような感じですので、やはり高齢の方や難病の方中心にはなってい

ますね。 

委員長：小児の患者だけでは経営が成り立たないということもあると思いますので、小児に特化

してくださいということはここには書かない方がよいかと思います。 

委 員：「特化すること」で広がらないということは思います。現実問題、１回入退院１か月の内 

に半分入院してしまったら、看護師さんは仕事がなくなってしまいます。大きな法人で

あったりとか大きな医療機関に付随しているところであれば、経営としては成り立ちま

すが、いろいろなところが小児を診られる形の方がよいのかと思います。 

委 員：その中で一番ネックになったのは、極めて数が少ないということですね。お年寄りに比 

べて。ですから、通常の訪問看護ステーションでは、キャリアもないし、非常に特殊で

あり、ましてや経営を成り立たせるということもありますので、それを広めていくので

したらもっと西宮市だけの問題ではなく、スキルアップの工夫をしてからでないとすぐ

には難しいと思います。将来的には必要性はあると思います。 

委員長：この文言のところも調整していただいた方がよいかと思います。 

事務局：今ご意見いただいたような表現の形になろうかと思いますが、こちらの方で調整して修

正させていただきたいと思います。 

委 員：先に言われました、本体の 56ページの２つ目【退院支援から日常の療養支援】に「がん 

末期患者などの医療依存度の高い」というところですが、これは本来よく言われていま

すのは、むしろ介護依存度ですね。家族のレスパイトが必要になる「介護依存度が高い」

です。在宅で呼吸器をつけているような難病患者はずっと依存が高いです。がん患者さ

んはそれこそ亡くなる数日前にならないと、介護依存度は高まりません。ほとんど自分

でされますので。それから心筋梗塞とか心疾患などは波があります。よくなってまた悪

くなっての繰り返しです。ですから「医療・介護依存度」として、難病であったりを入

れておき、そして「病状に応じて」という文言も入れておいた方が正確だろうと思いま

す。 

委員長：その辺の文言は、もう少し広げてお願いしたいと思います。高齢者の方が、がん末期患

者よりも介護依存度が高いですね。神経難病等で呼吸器を使っている方は治療期間が、

長いですし、末期患者はどちらかというとそんなには長くはないですから。第５章は今

後の本当に大事なところだと思います。 
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「みやっこケアノート」というのは正式に名前ができてよかったですね。 

その他、60ページ「保健所内に設置する難病相談窓口の周知に努めるとともに、難病患

者・家族に向けた各種情報を掲載したリーフレットの作成や配布等により、難病患者・

家族への個別の支援や相談体制の充実を図ります。」とありますが、これは新に保健所か

らこのようにしますから書いておいてくださいというご意見だと受けています。第５章

はたくさん修正があります。精神科医療なのですが、修正してくださったところで「精

神疾患の人が長期に入院することなく」と書いてあり「医療機関等によりアウトリーチ

機能も備えた多職種連携医療チームによる医療の提供体制の構築」と書いてあるのです

が、精神疾患のある人が滞在するグループホームないし、精神疾患の住まいとなるとこ

ろは西宮市にどれくらいあるのでしょうか。その上の「長期入院者の中には、受け入れ

条件が整えば、病状に応じて退院が可能な方もおられます。」と書いてあるのですが、そ

この「受け入れ条件が整えば」というところが問題だと思うのですが、その「受け入れ

条件」というのをここには書かなくてもよいのかと思いました。そういった家みたいな

ものや、アウトリーチで対応するということなのでしょうが、そのようなことができる

場所があるのかなと、その辺の計画がここには出てきていないのですけれど。 

委 員：確かに精神科病院に長期入院されている方がおられて、病状も安定しておられて、本来 

地域で生活できる方は多くいらっしゃいます。実際問題、家を借りるであったりとかグ

ループホームというところで、徐々に理解を得ながらということなのですが、これに関

するところで言えば医療計画というところで、多分福祉の方のグループホームであった

りとか、そういった方は福祉の方の計画もありまして、そちらの方で書いてあったりす

るのかなと思うので、どこまでこちらの方に入れるかということですね。敢えて精神科

で言えば、往診してもらえる医師がなかなか少ないことであるとか、病院内であれば看

護師によるチーム連携するようなものがあるかも知れませんが、在宅になるとなかなか

そういう部分の連携というのは少なくなるという意味で、どちらかといえば医療に特化

して精神障害者の方に関する医療の部分だけを書く方がすっきりするのではないかと思

いました。「条件が整えば」というのは、本当にいろいろな条件がありますので、家の問

題、福祉サービスの問題とかそこまでいくと計画からちょっと外れていくのかと思いま

す。 

委員長：そういったところは福祉の方の計画の中に書いていただくということで、こちらではこ

の文言でいくということですね。 

委 員：精神障害者の在宅療養というので、国でどんどん進めなさいということを言っています 

ので、この 27番で言いますと「受け入れ条件」と言うのではなく患者さん自身の問題が

あるんです。20年 30年病院に住んでいらっしゃるので、患者さん自身が帰りたくない

というように最初は思われる方もいると思います。少なくとも地域の受け入れだけでは

なく、患者の問題もありますので「条件が整えば」にしておく方がよいと思います。ア

ウトリーチ機能の支援につきましては、これも国が進めていくべきものなのであまりま

だ具体的に書けないと思います。これはこのままで具体的な記載なしでよいと思います。 

委員長：ありがとうございます。では「条件が整えば」ということでお願いします。もうひとつ

気になった精神科のところなのですが、本体の 67ページの一番上「うつ病などの気分障
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害や認知症などを」とあります。認知症を精神疾患に入れるのかどうかというところが

ちょっと気になりました。 

委 員：国の５疾病の医療計画がありますが、その中には精神疾患が増えているのはアルツハイ 

マー型認知症とうつ病と書いてありますので、それはこのままでよいと思います。統合

失調症も減っていますし、そういう方はお薬もよくなっていますので、すぐに退院され

ます。逆になかなか退院できないのがうつ病であり、５疾病の精神疾患に入れた理由の

ひとつはやはり認知症の増加ともうひとつは自殺の増加です。ですからこれはこのまま

でよいと思います。 

委 員：精神科の訪問看護で認知症は対象外でしたよね。 

委 員：はい、精神科の訪問看護では除外です。 

委 員：他はできるのですよね。今のと、ちょっと基準が違うのかもですが、ちょっとその辺を 

どう整理したらよいのかと思います。 

委 員：今のお話は、診療報酬の話ですよね。いわゆる５疾病の中には、認知症は含まれていま 

すし、それから認知症はどちらかというと医療というより介護がメインになっています。

ですから診療報酬に含まれていないのかもしれません。精神疾患の中には入っています。 

委 員：認知症は高齢者の方に入るということですか。在宅の認知症は加齢による認知症が対象 

となるということですね。 

委 員：指定精神保健医が指示書を書く場合に、認知症の扱いはどのようになるのでしょうか。 

委 員：例えば手帳も認知症でとれますし、精神障害の手帳は認知症でとれます。 

委員長：そういったところの区分はとても大事なところだと思いますが難しいですね。認知症は

どんどん増えますし、法律とかでその規定がどう変わるかということも今後あるかもし

れないですし、このままで置いておきましょうか。 

委 員：56ページの一番上から２行目に「診療所の医師が訪問看護ステーションなどと連携する 

こと」と書いてあるのですが、その部分で「医療機関と連携」というのも追加でお願い

したいと思います。 

委員長：診療所だけではなく、病院でも訪問看護はやっていますので「医療機関の医師が」と変

えた方がよいですね。 

委 員：あと 101ページに、訪問看護ステーションのことが記載されているのですが、「在宅療養 

患者に対して主治医の指示に基づいて、療養上の世話など」と世話だけになっているの

ですが、「世話と医療的処置など」という形で入れていただく方が望ましいかと思います。

よろしくお願いいたします。 

委員長：103ページの用語集のところですね。これはどこかから引っ張ってこられたと思うので

すが、その元の文型がそのまま書いてあるということですか。「療養上の世話」と「医療

的処置」を入れてほしいということですね。 

委 員：53ページの一番上は「在宅療養支援診療所」だけではなく「在宅療養支援病院」ありま 

す。その数が抜けているので在宅療養支援病院を記載したほうが良いのではないでしょ

うか。 

委員長：こういったものは変化するものですが、平成 26年 10月１日とあります。平成 27年には

ならないですか。できたら新しいもので。これは平成 28年から 10年先を考えるものな



10 

ので。 

事務局：現在把握している最新の国が発表している数値がここにあります。法的な数値として、

出しているものがあれば最新のものに置き換えたいと考えております。素案を作成した

段階では、この訪問看護ステーションについては平成 26年 10月１日のものが最新であ

ったという状況です。 

委員長：全部数字は、できるだけ一番新しいものに変えていただきたいと思います。その他いか

がでしょうか。北地区のお話でご意見ないでしょうか。今後の課題の中に希望を入れて

いただいてもよいと思います。 

委 員：希望というか、北地区を特別扱いするわけにはいかないですし、それよりもこの間申し 

上げたように病院との連携というほうを中心にしていただければよいのではないかと思

います。 

委員長：ありがとうございます。次に気になったのが 81ページの課題の３です。「市民が、必要

に応じて必要な医療が受けられるよう、救急医療の適切な受診について十分な情報提供

が必要です。」とあり、それは市民に対する情報提供のことが書いてあるのですが、普段

からの不要不急の救急の受診をしないでくださいという啓蒙が必要だということを、書

ければ書いていただきたいと思います。救急医療の適切な受診をしていただきたいとい

う、「市民が」と書いてあるので、市民に対して不要不急の受診をするのではなく、日常

からかかりつけ医と信頼関係を持っていて、必要に応じて必要な医療が受けられるよう

な感じに書いていただければ良いとと思いました。予防医療のところでご意見よろしい

でしょうか。歯科医師会さんの方からいかがでしょうか。在宅医療のところは問題ない

ですか。 

委 員:はい、かかりつけ薬剤師等も入れていただいておりますので。 

委員長：次の章にいく前に、何か言い残したことなどはございませんか。 

委 員:あんしんキットの件ですが、普及していっているのでしょうか。私どもの近くのところで 

こちらの自治会でもキットを入れたよというような話は最近全然聞こえてこないです。

これは自治会の方から市の方に依頼するとか、そういった状況にあるのか教えていただ

きたいと思います。 

事務局：あんしんキットのお話ですが、最初に市の方で作りました方はほぼ在庫がなくなってき

ておりまして、これからにつきましては社会福祉協議会さんの方で預かり、地域の見守

り体制が整ったところから配布されていただいている状況になります。そこで、社会福

祉協議会さんの財源をつかって、追加で作成しようかというご相談を今受けている状態

なので、爆発的に増えているかというと、すごく小さい単位で配布を始めているところ

になりますので、少しずつではありますが配布というのは増えている状況にあります。 

委員長：消防隊の中で使ってくださっているのですよね。 

事務局：今まで１回利用したことがあるという報告は受けております。 

委員長：これから、これは今後の取組ということでよろしいですね。それでは第７章にいっても

よろしいでしょうか。基本目標を実現するための市立中央病院の役割の話になります。

これはどれくらい具体的に今後の課題というのを書けるかどうかというところかなと思

うのですが、何かご意見ありませんか。委員の意見を聞いて挙げたものなのですが、86



11 

ページに「現在のところ、市立中央病院には、緊急性が求められる心疾患の救急患者に

対応できる体制が整っておらず」と書いてあります。今、いろいろな疾病構造とかを見

ていると心疾患もすごく大事なのかもしれませんが、西宮市はだんだん整えてきてくれ

ているので、今すぐに市立中央病院に心疾患の救急を期待しなくてもよいのかと思った

りもするのですが、いかがでしょうか。市立中央病院の中身については、今の市立中央

病院をどうしていきたいという、そういった課題を立ててくださっているんですよね。 

事務局：現在、市内の医療機関で心疾患の患者を診ていただいているという実績がございまして、

救急病院として、公立病院としての使命を果たしていくということを考えますと、心疾

患をお断りするという体制が救急病院の中で、現実的な課題として捉えられているのが

ひとつでございます。もう１件といたしましては、将来の高齢化を考えますと心疾患の

対応あるいは心疾患をお持ちの方の内臓疾患等、こういったことが増えてくるというの

は、我々は予測しておるところです。そういったことからの総合的な公的、救急病院と

して対応していくためには、心疾患への対応が不可欠であると、病院としては意思を持

っております。ここに書かれてあるように、今後の取組というところで心疾患というも

のを代表的な疾患として入れさせていただいたということでございます。 

委員長：23ページのところに「脳血管疾患の入院患者が約 600人」で「心疾患の入院患者が約 200

人」と書いてありますが、心疾患の方がずっと少ないですね。そういった意味で救急に

対応するというときに脳血管疾患と心疾患と両方大事ではあるのですが、あえて市立中

央病院さんが両方するとおっしゃっていただかなくてもよいのかと思います。だから片

方だけ書いてあるというのをここに書いていないのかわからないですけれども、特定の

どの疾患という目標というよりかは、今内臓疾患を持っている心不全患者もすごく大事

なことかもしれませんが、救急としての心疾患の対応となると心臓外科も必要と思いま

すし、一般的に考えてもすごく予算のかかることだと思いますし、そういう意味ではこ

の辺りは恵まれている地域ではないかと思っております。 

事務局：ご指摘の通り、心疾患というようにピンポイント的な表現でございますので、委員長の

ご指摘も踏まえましてもう少し広い循環器疾患といった表現で、救急医療を頑張ってい

こうという姿勢は計画では出したいと思っておりますので、表現については改めて事務

局の中で調整させていただきたいと思います。 

委 員：本編の 88ページの下から５行目に、総務省が定めた「新ガイドライン」とあります。こ 

れは、正式名称を出していただいた方がよいです。「新公立病院改革ガイドライン」です。

これでは見られたときに何のガイドラインかわかりません。 

委員長：ありがとうございます。 

委 員：先ほどの委員長のご指摘は確かにおっしゃられる通りですが、正直なところ中央病院は 

急性期疾患の中で大事な脳血管疾患、循環器疾患に対してのレベルが、ご存知の通り、

今まであまりにも低すぎて、やはり公的病院でかつ総合病院であればある程度のレベル

の対応ができないといけないと感じております。当然、現在合併症を多くもたれた患者

さんが多いので、例えば術後に心筋梗塞を発症するような方がたくさんおられましたの

で、うまく対応できないのであればやはり公的病院かつ総合病院という名を冠している

病院として恥ずかしい部分もあり、ある程度のレベルに達するだけの準備というのが大
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事だろうなと思っていました。それが心疾患だけじゃなく脳血管疾患もというご指摘な

のでしょうが、現状一番対応しやすい表現が循環器系疾患であるということで、多少そ

れで文言の中に含まれているのかなという気はいたします。 

委員長：先生のお気持ちはとてもわかるのですが、それに影響を受ける医師会があるものですの

で申し訳ないです。その他、言い残したことなどありましたら、今回が最後ですのでじ

っくりご意見を聞いておきたいと思います。61ページですが、図がぼんやりして見えな

いです。これはどのような形で市民に公開するのですか。 

事務局：公開につきましては、ホームページで公開とさせていただきます。概要版という形でお

配りできるような形にもさせていただきたいと思います。今回は庁内で印刷しておりま

すが、できる限り印刷したときにも見やすい形になるように最後は仕上げていきたいと

思います。以上です。 

委員長：全体を通していかがでしょうか。10年先のことまではわからないと思いますし、その辺

の見直しや今後の計画を教えてください。 

事務局：今回 10年計画でございますが、５年に１度、見直しを行います。毎年進捗管理、計画で

掲げたことがどれくらい進んだのかというものも重要になってまいりますので、それに

つきましては、この策定委員会の委員の皆さんにまたご参画をいただけるということで

すので、今後の具体的なスケジュールにつきましてはまた改めてお示しさせていただき

たいと思いますが、10年このままということではなく途中で見直しということも考えて

おります。以上です。 

委員長：とりあえず計画が出来あがるは今日で最後ですので、もう一度言っておきたいことなど

はございませんか。 

委 員：ひとつの施設やシステムで全部を賄うというのは不可能な訳ですから、医療資源とか介 

護資源にも限りがあって、それは器もしつらえも人もです。それは連携というか、それ

ぞれの持ち分とかそれぞれ連携して市民の健康を守っていくというスタンスを総論のと

ころでもそれを謳っておかれたら、あまり細かく、どの疾患をどこが対応するなど決め

ておかなくても良いと思います。今現在あるもの、医師会もそうですし大学病院も県立

病院もそうですが、地域病院も含めて介護も含めて全部、縦糸横糸でやっていくという

ことでこの 10年でと謳われたらよいかなと思いました。 

委員長：ありがとうございます。地域包括支援センターも第５章のところに入っていたでしょう

か。 

委 員：大丈夫だったように思います。医療と連携しながら在宅の医療と介護の中心的な存在機 

関になりますので、連携しながら行うというようなことがきちんと掲げてあると思いま

す。 

委員長：小児医療に関してよろしいでしょうか。 

委 員：小児医療について今すぐにとは言いませんが、将来気になるのは発達障害の子どもが非 

常に社会的に大きな問題になってきております。身体的な問題よりも大人の認知症と同

じような感じでの捉え方というのが近い将来出てくるかと思いますが、今回はいいかな

と思い特に発言いたしませんでした。 

委員長：何か一言入れておくこともできますがいかがでしょうか。 
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委 員：そうですね。さあ入れようとなると今度は対応しなければいけないので、具体的な対応 

策は行政もそうですが、医療機関もそのパワーがないのに掲げるのはいかがなものかと

いう気はします。 

委員長：目途がついたら入れるということでよろしいですか。 

委 員：そうですね。相当腹をくくってでないと対応できないと思います。 

委 員：87ページ第７章の「基本目標を実現するための市立中央病院の役割」というタイトルが 

あるのですが、基本目標がどこに書いてあるのかなと思ってしまいます。28ページの最

初の第１章の計画の趣旨と位置づけの範囲内に基本目標という言葉があった方がよいの

ではないかと思います。計画の策定の趣旨と計画の位置づけですが、何の計画なのかと

いう気がしますし、基本目標を達成するための計画・策定という形であればわかりやす

いかと思いました。 

委員長：すべての章が、基本目標を実現するためのものなのですよね。 

委 員：最初に基本目標という言葉が出る方がよいです。 

委員長：構成を事務局で考えていただいてもよろしいでしょうか。 

事務局：ご指摘いただきました基本目標につきましては、第１章ではなく今回第３章という形で

きています。今からこの構成の変更というのは非常に困難かとは思います。次回、見直

すときにはご意見を考慮したもの、何のための計画かは重要ですのでそこを踏まえて課

題として残させていただきたいと思います。 

委員長：７章だけに基本目標を実現するためのという記載があります。何も記載せずに「市立中

央病院の役割」という題でもよいかもしれませんね。その方がすっきりするかもしれま

せん。 

事務局：７章の「基本目標を実現のための」というこの前の部分だと思うのですが、先ほどご覧

いただきました 29ページの基本目標１、２、３とこれは、それぞれ、非日常、日常の生

活、予防的なものとしたものと位置づけているものなのですが、中央病院の役割として

はこのすべてにかかってくるということを改めて強調するということで、ここの一文を

加えさせていただいたという経過がございますので、現状はこういった形にさせていた

だいております。 

委員長：それでは今のままでよろしいでしょうか。 

事務局：一度庁内でいただいたご意見を検討しまして、意向に沿えるような形で最終答申をいた

だくまでに確定させていただきたいと思いますので、一旦このまま持ち帰らせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

委員長：よろしくお願いいたします。他にはよろしかったでしょうか。それではご意見も出尽く

したものと考えさせていただきます。事務局の方から今後の予定など、連絡事項をお願

いいたします。 

事務局：ただ今、議論いただきました内容につきまして修正の方の調整を行っていただきまして、

最終的な確認をさせていたくためにもう一度お集まりいただくのは非常に困難でござい

ますので、事務局といたしましては大江委員長の方に最終的にご確認いただいて、それ

を以って、大江委員長に一任という形でお願いできればと考えておりますがよろしいで

しょうか。 
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（委員からの承認の拍手） 

ありがとうございます。それでは最終的な調整につきましては事務局の方で行いまして、

改めて大江委員長の方にご確認いただきたいと思います。 

    今後のスケジュールについて改めてお伝えいたします。本日皆さまからいただいたご意

見、たくさんございましたが、先ほど申し上げた通り、事務局で調整の上反映が必要な

ものにつきましては計画への反映を、内容の確認につきましては今ご承認いただきなし

た通り委員長に一任ということにさせていただきたいと思います。週明け２月 23日火曜

日に大江委員長の方にこちらにお越しいただいて市長への答申をしていただく、それま

でのスケジュールはこちらで進めていきたいと思っております。また、３月中には市の

計画として決定させていただき、決定した計画につきましては４月中、パブリックコメ

ントの結果と併せてホームページなどで公表をさせていただく予定としております。そ

の際には印刷させてただいたものを、また審議委員の皆さまには送付させていただきま

すので、それまでしばらくお待ちいただければと思います。また、会議の冒頭でもご報

告させていただきました通り、来年度の本策定委員会の具体的なスケジュールにつきま

しては、また改めて文書でお伝えさせていただきたいと考えております。事務局からの

連絡事項は以上となりますが、閉会にあたりまして今村市長よりごあいさつを申し上げ

ます。 

 

市長挨拶 

市長：皆さま、お疲れさまでした。市長の今村でございます。本日は遅れましたが、大変失礼い

たしました。さて、昨年の７月に委員の皆さまには西宮市保健医療計画について諮問さ

せていただきまして、それ以来積極的なご議論を本日まで重ねていただきました。本当

にお忙しい方ばかりであるにも関わらずお越しいただきまして、しかも積極的なご意見

をいただきましてそれぞれのご分野でお持ちの見識からご意見をたくさんいただきまし

た。そして最後の会議でもたくさんいろいろな分野からご意見をいただきまして、事務

局より５年後の見直しのときにまたというような話がありましたが、せっかくですので

まだでき上がってはおりませんので、できるだけ反映したものを作りたいと思っており

ます。中身は高齢者の状況であるとか、10年間でどうなるのかというわかりにくい分野

でもありますし、最後の章で作っております中央病院のことは、県の方からも県の標記

のことについて進展があったり進展がなかったりで、内容に影響が出てくると思います。

そういったことも踏まえまして、臨機応変な対応をしていきたいと思っております。こ

の医療計画に基づいて、西宮市民の健康と安全を守っていくための一番ベースになるも

のとなります。これからこれに基づいて、進めていければと思っております。また皆さ

んにおかれましても引き続きサポートをよろしくお願いしたいと思います。来週 23日、

大江先生の方から私の方へ答申をお受けさせていただき、それを踏まえまして最終の計

画を作らせていただこうと思います。それに基づいてこれからも頑張ってまいりますの

で、引き続きよろしくお願いします。改めてありがとうございました。 

事務局：それでは以上をもちまして、平成 27年度第４回西宮市保健医療計画策定委員会を閉じさ

せていただきます。本日は長時間に亘り、また昨年から長期間に亘りまして誠にありが
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とうございました。 

 

４ 閉会 


